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１ 特定教育・保育施設の確認について 
 
【確認とは】 

子ども・子育て支援法第３１条第１項の規定に基づき、財政支援（施設型給付費）の対象となる施設である
かどうかを市町村が確認すること。 
確認する項目は、子ども・子育て支援法施行規則及び藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を定める条例等による。 
 
 
【子ども・子育て会議の役割】 

子ども・子育て支援法第３１条第２項の規定により、市町村が特定教育・保育施設の確認をする際には、子
ども・子育て会議において「利用定員の設定」に関して意見を聴くこととされている。 

 
 
【利用定員に関する基準】 
  特定教育保育施設は、条例で定める基準に基づき、下表のとおり利用定員を設定する。 

施設・事業所 
利用定員の設定 

定員数 認定区分（１号・２号・３号） 

認定こども園 ２０人以上 １号・２号・３号 

幼稚園 特に定めなし １号 

保育所 ２０人以上 ２号・３号 

 
【利用定員の設定に関する留意事項】 
  利用定員は、認可定員と一致させることを基本とする。 
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 ２ 確認をした施設 
 

類型 設置者 施設名称 

認可 

申請定員 

（現定員） 

利用実績 

（H29.4） 

利用定員（Ｈ３０年度～） 

計 １号 ２号 ３号 

３～５歳 ３～５歳 １・２歳 ０歳 

幼保連携型 

認定こども園 

（学法） 

法城学園 
こばとこども園 

２５０人 

（２５０人） 
幼稚園２５４人 １９０人 ６０人 - - ２５０人 

幼保連携型 

認定こども園 

（学法） 

法城学園 
駿河台こども園 

２２３人 

（１７５人） 
幼稚園１４８人 １４８人 ４５人 ２４人 ６人 ２２３人 

幼保連携型 

認定こども園 

（学法） 

大洲学園 
大洲こども園 

２１６人 

（２７０人） 
幼稚園１８３人 １４１人 ４５人 ２４人 ６人 ２１６人 

 

３ 園別・歳児別利用定員 
 

【こばとこども園】 

保育室 床面積 有効面積 保育可能人数 利用定員 

満３歳児室 ６４．１２㎡ ５５．９１㎡ ６４．１２㎡÷１．５１㎡/人＝４２人 １０人 

 ３歳児室(3 ｸﾗｽ） １６２．００㎡ １３２．０３㎡ １６２．００㎡÷１．５１㎡/人＝１０７人 ８０人 

４歳児室(3 ｸﾗｽ) １６２．００㎡ １３３．５３㎡ １６２．００㎡÷１．５１㎡/人＝１０７人 ８０人 

５歳児室(3 ｸﾗｽ) １６２．００㎡ １３３．５３㎡ １６２．００㎡÷１．５１㎡/人＝１０７人 ８０人 

計    ２５０人 

 ※こばとこども園は、既存施設を活用して認定こども園化するため、従来の幼稚園設置基準を適用する。 
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【駿河台こども園】 

保育室 床面積 有効面積 保育可能人数 利用定員 

０歳児室 ３２．１７㎡ ２６．４６㎡ ２６．４６㎡÷ ３．３０㎡/人＝ ８人    ６人 

１歳児室 ４７．０８㎡ ４０．５８㎡ ４０．５８㎡÷ ３．３０㎡/人＝１２人   １２人 

２歳児室 ４６．９５㎡ ４０．５０㎡ ４０．５０㎡÷ １．９８㎡/人＝２０人   １２人 

満３歳児室 ３１．９６㎡ ２７．４４㎡ ２７．４４㎡÷ １．９８㎡/人＝１３人   １３人 

３歳児室(2 ｸﾗｽ） １０６．４０㎡ ８７．２３㎡ １０６．４０㎡÷１．５１㎡/人＝７０人   ６０人 

４歳児室(2 ｸﾗｽ） １０６．４０㎡ ８７．２２㎡ １０６．４０㎡÷１．５１㎡/人＝７０人   ６０人 

５歳児室(2 ｸﾗｽ） １０６．４０㎡ ８６．９３㎡ １０６．４０㎡÷１．５１㎡/人＝７０人   ６０人 

計    ２２３人 

※３歳～５歳児室は、既存施設を活用していることから、従来の幼稚園設置基準を適用する。 

 

【大洲こども園】 

保育室 床面積 有効面積 保育可能人数 利用定員 

０歳児室  ４７．０８㎡ ３８．５８㎡ ３８．５８㎡÷３．３０㎡/人＝ １１人  ６人 

１歳児室  ５５．２０㎡ ４６．７８㎡ ４６．７８㎡÷３．３０㎡/人＝ １４人 １２人 

２歳児室  ３８．５０㎡ ３１．６０㎡ ３１．６０㎡÷１．９８㎡/人＝ １５人 １２人 

満３歳児室 ３１．１５㎡ ２５．５５㎡ ２５．５５㎡÷１．９８㎡/人＝ １２人  ６人 

３歳児室(3 ｸﾗｽ）  １５５．２６㎡ １３２．６４㎡ １５５．２６㎡÷１．５１㎡/人＝１０２人 ６０人 

４歳児室(2 ｸﾗｽ）  １０６．４０㎡ ８６．０５㎡ １０６．４０㎡÷１．５１㎡/人＝ ７０人 ６０人 

５歳児室(2 ｸﾗｽ）  １０６．４０㎡ ８８．５３㎡ １０６．４０㎡÷１．５１㎡/人＝ ７０人 ６０人 

計    ２１６人 

※３歳～５歳児室は、既存施設を活用していることから、従来の幼稚園設置基準を適用する。 
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 ４ 確認の変更 

【定員変更】               【変更前】                 【変更後】 

№ 類型 施設名称 認定区分 

現利用定員 

計 
 利用定員（H30 年度～） 

計 
3 歳 4 歳 5 歳 3 歳 4 歳 5 歳 

1 

幼稚園型 

認定こども

園 

認定こども園 

藤枝橘幼稚園 

１号認定 15 人 15 人 15 人 45 人 

 

13 人 13 人 14 人 40 人 

２号認定 5 人 5 人 5 人 15 人 10 人 10 人 10 人 30 人 

計 20 人 20 人 20 人 60 人  23 人 23 人 24 人 70 人 

◇変更理由 

 小規模保育所 OrangeEgg（ｵﾚﾝｼﾞｴｯｸﾞ）の卒園児や、地域の保育ニーズに柔軟に対応できるようにするため。 

 

５ 歳児別利用定員 
 

【認定こども園藤枝橘幼稚園】 

保育室 床面積 有効面積 保育可能人数 利用定員 

３歳児室  ８０．７０㎡ ６９．６６㎡ ６９．６６㎡÷１．９８㎡/人＝３５人 ２３人 

４歳児室  ５７．００㎡ ４７．１７㎡ ４７．１７㎡÷１．５１㎡/人＝３１人 ２３人 

５歳児室  ５７．７０㎡ ４７．７５㎡ ４７．７５㎡÷１．５１㎡/人＝３１人 ２４人 

計    ７０人 

 ※４歳～５歳児室は、既存施設を活用していることから、従来の幼稚園設置基準を適用する。 
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子ども・子育て支援法抜粋 
(特定教育・保育施設の確認) 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施設の設置者(国(国立大学法人法(平成十五

年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。附則第七条において同じ。)を除き、法人に限る。以下同じ。)

の申請により、次の各号に掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員を定

めて、市町村長が行う。 

 （中略） 

２ 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、第七十七条第一項の審

議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

 

子ども・子育て支援法施行規則抜粋 
(特定教育・保育施設の確認の申請等) 

第二十九条 法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申

請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければ

ならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インター

ネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。 

一 施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所 

二 設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四 設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五 認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し 

 （以下省略） 

 

藤枝市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例抜粋 
（利用定員） 
第五条 特定教育・保育施設（認定こども園及び保育所に限る。）は、その利用定員（法第 27 条第１項の確認において定めるもの

に限る。以下この章において同じ。）の数を 20 人以上とする。 


